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保育を取り巻く状況
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令和７年４月25日開催
こども家庭審議会(第6回)資料より

 こども家庭審議会に対する諮問

保育所、認定こども園における保育の内容の基準等の在り方について

〇こども基本法等の趣旨を踏まえつつ、こどもが主体的に遊び育つことを保障する保育の
   在り方をどのように考えるか。

〇乳幼児期からの切れ目のないこどもの成長を保障するため、０歳から学童期との接続
   までを俯瞰した保育の在り方をどのように考えるか。

〇心身の状況や置かれた環境にかかわらず、一人一人のこどもの育ちを保障するための
   保育の在り方をどのように考えるか。

〇多様なこどもや大人との関わりの中でこどもが育つための、地域に開かれた保育や子育て
   支援の在り方をどのように考えるか。

〇質の高い保育を支える職員の資質の向上等の在り方をどのように考えるか。

〇設置者や施設類型を問わず、乳幼児期のこどものより良い育ちを保障していく共通的
   方策についてどのように考えるか。 
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こども政策の推進



日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、
将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動
に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱

〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存３

法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策

〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推進会
議を設置

 ① 大綱の案を作成
 ② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
 ③ 関係行政機関相互の調整 等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・民間

団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則

施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等

〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力

こども基本法
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根拠：こども基本法（R5年4月施行）。今後５年程度のこども政策の基本的な方針・重要事項を定めるもので、既存の３大綱（※）を一元化。
※「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」

目的：全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現

基本的な方針：こども基本法、こどもの権利条約等の理念を6つの柱に整理

①こども・若者は権利の主体、今とこれからの最善の利益を図る ②こども・若者、子育て当事者とともに進めていく

③ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援 ④良好な成育環境を確保、貧困と格差の解消

⑤若い世代の生活の基盤の安定、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望の実現 ⑥施策の総合性の確保

重要事項：こども・若者のライフステージ別に記載、子育て当事者への支援についても記載

施策推進の必要事項：こども・若者の社会参画・意見反映、自治体こども計画の策定促進 等

R5年4月：こども政策推進会議（会長：総理、構成員：全閣僚）を開催。こども大綱案等の策定について総理からこども家庭審議会に諮問。

9月29日：こども家庭審議会「こども大綱案に向けた中間整理」。

→ こども・若者、子育て当事者をはじめとする幅広い方々から約4,000件の意見（対面・オンライン等）

12月1日：こども家庭審議会「答申」（こども政策担当大臣に手交） → 答申をもとに政府においてこども大綱案等を作成

12月22日：こども政策推進会議において、こども大綱案等を取りまとめ後、閣議決定

※こども大綱等の下で進める具体的な施策は、今後、毎年６月頃を目途に、「こどもまんなか実行計画」として、こども政策推進会議で策定。

根拠：こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（R3年12月閣議決定）

・こどもの多様な居場所づくりについて、全ての関係者が
共有すべき理念を整理

・居場所づくり推進の4つの視点を整理

①「ふやす」～多様なこどもの居場所がつくられる

②「つなぐ」～こどもが居場所につながる

③「みがく」～こどもにとって、より良い居場所となる

④「ふりかえる」～こどもの居場所づくりを検証する

根拠：こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（R3年12月閣議決定）

・こどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」の重要
事項を、全ての人が共有すべき理念として整理

・こども基本法等の理念に基づき5つの柱に整理

①こどもの権利と尊厳

②安心と挑戦の循環（愛着形成、豊かな遊びと体験の重要性）

③切れ目なく育ちを支える

④保護者・養育者の成長の支援・応援

⑤こどもの育ちを支える環境等の整備

こども大綱

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン こどもの居場所づくりに関する指針

こども大綱等について
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保育士特定登録取消者管理システム 日本版ＤＢＳ

施行日 令和6年4月1日 令和6年６月19日成立 令和8年度を目途

対象者 令和6年4月1日以降の採用者 新規採用および、現に勤務している職員

確認対象施設 保育所等、認可外施設等（国の確認が必要） 保育所等は義務施設、学童等は認定の後

掲載される情報 保育士資格を取り消されたかの有無 性犯罪歴の有無

確認手段 事業者自ら管理システムで実施 事業者がこ家庁に申請 一部本人も関わる

確認できる刑の種類 無し
刑法＆条例違反⇒特定性犯罪

（児ポ、盗撮、痴漢等）

確認義務の有無 義務付け 義務付け

確認後の対応 事業者が適切に判断 子どもと接しない部署に配置転換

特徴 保育士資格を取り消された履歴を確認 性犯罪を犯した過去の確認 17

保育士特定登録取消者管理システムと日本版ＤＢＳの違い



こども家庭審議会
子ども・子育て支援等分科会

18

令和５年度～ 保育三団体各委員名

公益社団法人 全国私立保育連盟常務理事 髙谷俊英
社会福祉法人 全国保育協議会副会長 村松幹子
社会福祉法人 日本保育協会理事 志賀口大輔



令和７年度子ども・子育て支援等分科会
日程 議事内容 発言要旨

8月
４日

（月）

第10回
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保育三団体協議会の取り組み
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R7幹事団体は全私保連



令和７年度 保育三団体協議会
日程 議題

令和７年４月７日 自民党「こども・若者」輝く未来創造本部 少子化対策・こども若者支援等小委員会ヒアリング

令和７年４月18日 自民党新しい資本主義実行本部物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直しPTヒアリング

令和７年６月２日
(1)令和８年度保育関係予算・制度等に向けた要望活動について
(2)こども家庭審議会諮問に関する事前説明について

令和７年６月３日 医療介護福祉保育職等の人材の円滑な確保を考える議員連盟出席

令和７年６月16日 保育三団体とこども・保育政治連盟意見交換会

令和７年６月17日 令和８年度保育関係予算要望  こども家庭庁・関係議員への提出
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令和８年度 保育関係予算要望
令和７年６月17日

保育三団体代表者連名

１. 人口減少地域においても、すべての子どもの育ちを保障してください

２. すべての子どもの育ちを保障し、安全・安心な保育を継続するため、公定価格を充実

  させてください

〇公定価格の改善 〇保育士等の配置改善

〇その他の職員の配置改善 〇保育DX を推進するための経費

３. 急激な物価高騰への対応をお願いします

４.「こども誰でも通園制度」を真に子どものための制度としてください

５. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度における公費助成を堅持・継続してください

６. 保育所保育指針等の改定に際し、現行の三要領・指針をこどもまんなかの理念に沿って

  見直してください

７. すべての子どもの育ちを保障するため、恒久的な財源を確保してください
22



人勧及び処遇改善について
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子ども・子育て支援制度における継続的な
見える化の在り方について
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おわりに

ご清聴いただき、ありがとうございました。
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